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１．概要

中央防災会議の「東北地方太平洋沖地震を踏

まえた地震・津波対策に関する専門調査会」の

中間とりまとめ（2011年6月26日）では、比較的

頻度の高い一定程度の津波高に対しては海岸保

全施設を引き続き整備する一方、最大クラスの

津波を想定して、ハード・ソフトのとりうる手

段を尽くした総合的な対策を実施することとさ

れた。前者に関しては、海岸省庁が海岸堤防等

の設計津波の水位の設定方法を定めた。後者に

関しては、当室が国土交通省水管理・国土保全

局海岸室とともに、「平成23年東北地方太平洋

沖地震による津波対策のための津波浸水シミュ

レーションの手引き」を作成した。いずれも、

2011年7月8日に各都道府県に対し通知された。

２．設計津波の水位の設定方法

海岸堤防等の海岸保全施設の整備に必要とな

る設計津波は、地域海岸（沿岸域を湾の形状や

山付け等の自然条件等から勘案して、一連のま

とまりのある海岸線に分割したもの）ごとに設

定することを基本とする。

設計津波の水位は、以下のような手順で設定

することとされた。

・過去に発生した津波の実績高さを整理する。

・実績の津波高さについて十分なデータが得ら

れない場合には、シミュレーションにより津波

高さを算定する。

・横軸に津波の発生年、縦軸に海岸線における

津波高さの値をプロットしたグラフを作成し、

数十年から百数十年に一度程度の頻度で到達す

ると想定される津波の集合を、設計津波の水位

設定のための対象津波群として選定する。

・対象津波群の津波について、地域海岸の堤防

位置における津波の侵入防止を条件としたシミ

ュレーションを行う等により地域海岸内の津波

水位分布を算出し、設計津波の水位を設定する。

３．津波浸水シミュレーションの手引き

本手引きは、被災地域の復旧・復興計画の策

定等を支援するため、迅速かつ適切な津波浸水

シミュレーションを実施するための標準的な方

法等を示している。

主な記載事項は以下の通りである。

・対象地震の断層モデルは、津波から見た最適

断層モデル（広域における妥当性を検証された

モデル）を、各地域海岸の痕跡値に適合するよ

うに修正したものを設定することを基本とする。

・地形データは、東北地方太平洋沖地震の後に

レーザプロファイラ等により取得された精度の

高いデータから作成することを基本とする。

・予測シミュレーションでは、地震動や津波に

よる構造物の被災を考慮することを基本とする。

・陸上での津波の遡上状況がわかるように、シ

ミュレーションの結果として、最大浸水深等の

平面分布や、代表断面における最高水位の岸沖

方向分布などを出力するものとする。
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１．検討の経緯 

平成23年3月に発生した東日本大震災では、津

波により多くの建築物が滅失・損壊し、多くの

尊い命が犠牲になったところであり、特に津波

襲来時の一時避難先となる津波避難ビル等の建

築物においては、津波に対する構造耐力上の安

全性確保の重要性があらためて認識された。 

 これを受け、国土交通省住宅局及び国土技術

政策総合研究所では、津波に対し構造耐力上安

全な建築物の設計法等について、現地調査を踏

まえた早急な検討を行い、国土技術政策総合研

究所に設置された「建築構造基準委員会」の審

議を経て、既存の津波避難ビルの設計法1)の合

理化に関する知見がとりまとめられた。これに

より、従来の津波荷重設定では、浸水深の一律

３倍の静水圧が規定されていたところを、立地

状況等を勘案して浸水深の２倍又は１．５倍の

静水圧にまで緩和できるようになり、また、浮

力による転倒に関する検討、洗掘への設計上の

配慮、漂流物の衝突への設計上の配慮等につい

ても明確化がなされた。本検討結果は、住宅局

発出の技術的助言（｢津波に対し構造耐力上安全

な建築物の設計法等に係る追加的知見について

（平成23年11月17日付国住指第2570号2) ）｣）

及び津波防災地域づくりに関する法律に基づく

告示「津波浸水想定を設定する際に想定した津

波に対し安全な構造方法等を定める件（平成23

年国土交通省告示第1318号）」として、基準化

に至っている。 

 

２．今後の予定 

津波避難ビルの設計法等の解説及び当該設計

法等に基づいた津波避難ビル等の設計例が掲載

された「津波避難ビル等の構造上の要件の解説」

を作成し、平成24年2月より全国7ヶ所で講習会

を開催している。今回の検討結果が今後の津波

防災地域づくりの進展に寄与することを祈る。 
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